
議第３０号  

 

 

荒尾市公平委員会委員の選任について  

 

 次 の 者 を 荒 尾 市 公 平 委 員 会 委 員 に 選 任 す る こ と に つ い て 、 地 方

公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ） 第 ９ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定

により、議会の同意を求める。  

 

  令和５年３月２２日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦     

 

 

  氏  名    本田  悟士  

  住  所     

 

 

 

 

提案理由  

 本田悟士委員は、令和５年３月３１日をもって任期が満了する

ので、その後任委員として引き続き選任したいからである。  

 



議第３０号資料

ほんだ　  さとし

氏 名 本 田　悟 士

生 年 月 日 昭和５６年

現 住 所

学 歴 平成１５年 ３ 月　 東京大学法学部卒業

職 歴 平成１５年１１月 司法試験合格　第５８期司法修習

平成１７年１０月 熊本県弁護士会登録　津留山村法律事務所入所

平成２７年 １ 月 竹中・本田法律事務所開所（現在に至る）

公 職 歴 平成２２年 ４ 月

平成３１年 ３ 月

平成２７年 ４ 月 荒尾市公平委員会委員（現在に至る）

平成２９年 ４ 月 熊本地方最低賃金審議会公益代表委員（現在に至る）

平成３０年 ４ 月 熊本県立大学監事（現在に至る）

平成３１年 ４ 月 熊本県介護保険審査会委員（現在に至る）

団 体 歴 平成２８年 ４ 月

平成２９年 ３ 月

平成２９年 ４ 月

令和 ３ 年 ３ 月

賞 罰 令和 ３ 年１１月 暴力追放栄誉銅章

履　　　歴　　　書

｝ 宇城市情報公開審査会・同個人情報保護審査会委員

｝ 熊本県弁護士会副会長

｝ 熊本県弁護士会　民事介入暴力対策特別委員会委員長


